
障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について
【令和６年４月１日改正分】

事業主の皆さまへ

障害者雇用相談援助助成金の創設New!
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者（認定事業者）が労働局等
による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業（障害者雇
用相談援助事業）を利用事業主に実施した場合に支給します。
※助成金は認定事業者に支給されます。

中高年齢等障害者（３５歳以上の方）の雇用継続を図る
措置への助成を新設

整理
拡充

障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金につい
て、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる
場合で、継続雇用のために当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服する
ために必要な支援措置と認められる場合に支給します。
支給対象となるのは、３５歳以上で雇用後６か月を超える期間が経過している障害者です
が、対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間等については各助成金によって異
なります。

障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行
う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・
雇用継続を図ることを目的としています。
令和６年４月1日からの主な変更点の概要は以下のとおりです。

特定短時間労働者の追加New!
助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に週の所定労働時間が10時間以上20時間
未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えら
れます。
※対象とならない助成金もあります。

対象障害者 支給限度額 支給回数

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの精神障害者

①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合
・ ６０万円（中小企業または除外率設定業種事業主（注釈

1）は８０万円）
②①を行った後、利用事業主が対象障害者等を雇い入れ、か
つ、６か月以上の雇用継続を行った場合
・ 対象障害者1人につき７万５千円（中小企業または除外
率設定業種事業主は１０万円）4人までが上限

利用事業主１社
につき１回

（注釈1）除外率設定業種事業主とは、障害者の就業が一般的に困難な業種であって、障害者雇用納付金制度にお
ける除外率が設定されている事業主をいいます。

●障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等

対象障害者 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方

・ 職場実習または職場見学等を行った日数に日額５千円を乗じて得た額
※同一年度内の支払い上限額はそれぞれ５０万円まで
（もにす認定事業主はそれぞれ１００万円まで）

・ 実習指導員謝金 １日の支援時間に２千円を乗じて得た額
・ 保険料 実費

－

障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設New!

【障害者職場実習等支援事業】



●中途障害者等の職場復帰後の職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための
研修の実施
【中途障害者等技能習得支援助成金】

●障害者の介助の業務を行う方の資質の向上のための措置
【介助者等資質向上措置に係る助成金】

●障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方（職業能力開発向上支
援専門員）の配置または委嘱
【職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金】

●障害者の雇用管理のために必要な専門職（医師または職業生活相談支援専門員）の配置
または委嘱

R６.２

【健康相談医の委嘱助成金】

【職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金】

対象障害者 助成率 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
〔対象障害者が５人以上であることが
必要になります〕

対象費用の
４分の３

委嘱１人１回につき２万５千円まで
年３０万円まで １０年間

対象障害者 助成率 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
〔対象障害者が５人以上であることが
必要になります〕

対象費用の
４分の３

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人１回につき１万円まで、
年１５０万円まで

１０年間

対象障害者 助成率 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
〔対象障害者が５人以上であることが
必要になります〕

対象費用の
４分の３

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人１回につき１万円まで、
年１５０万円まで

１０年間

対象介助者等 助成率 支給限度額 支給期間

・ 職場介助者
・ 手話通訳・要約筆記等担当者
・ 職場支援員
・ 職業生活相談支援専門員
・ 職業能力開発向上支援専門員
の業務を行う方

対象費用の
４分の３ １事業主あたり年１００万円まで －

対象障害者 助成率 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 精神障害者（発達障害のみ有する方は
対象になりません）

・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方

対象費用の
４分の３

対象障害者１人につき年２０万円まで
（中小企業事業主は３０万円まで） １年間

窓口
検索

助成金
詳細

助成金を支給するためには定められた要件を満たす必要があります。
詳しい内容につきましては、後日機構ホームページに公開します。4月以降は併せて都道府県支部
高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。
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